
２０１２年１０月２８日 

第５０回部落問題研究者集会第３分科会レジュメ 

「人権委員会設置法をめぐる問題と機関のあり方」 
全国地域人権運動総連合 

事務局長  新井直樹 

（１）「人権委員会設置法（案）」について 

２０１１年６月８日、民主党 PT は「人権侵害救済機関設置法案」に関する中

間とりまとめ案を明らかにし、これが政府方針になりました。本年９月１９日

には私たちやマスコミ等の強い反対を押し切って国会閉会中であるにもかかわ

らず法案内容の閣議決定が強行されました（１１月９日法案提出、１１月１６

日国会解散により廃案になった）。 

①「法案」の骨子。 

  一、人権救済機関は強い権限を持つ三条委員会として設置する。 

  一、同機関は内閣府ではなく法務省に設置する。 

  一、人権擁護委員の国籍条項は地方参政権を有する者に限定する。 

  一、調査拒否に対する過料の制裁は当面設けない。 

  一、報道機関などによる人権侵害について特別の規定は設けない。 

  一、５年をめどの見直し条項を設ける。 

②人権委員会設置法案（第一章総則、２０１２年９月１９日） 

（目的） 

第一条 この法律は、人権を違法に侵害する行為により発生し、又は発生す

るおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊

重の理念を普及させ、及びこれに関する理解を深めるための啓発を任務とする

人権委員会を設置して、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって人

権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。 

（人権擁護の基本原則） 

第二条 何人も、特定の者に対し、不当な差別、虐待その他の人権を違法に

侵害する行為（以下「人権侵害行為」という。）をしてはならない。 

２ 何人も、人種、民族、信条、性別、社会的身分（出生により決定される社会

的な地位をいう。）、門地、障害（身体障害、知的障害、精神障害その他の心
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身の機能の障害をいう。）、疾病又は性的指向についての共通の属性を有する

不特定多数の者に対して当該属性を理由として政治的、経済的又は社会的関係

における不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該

不特定多数の者が当該属性を 有することを容易に識別することを可能とする

情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然 と摘示する行為をし

てはならない。 

③法務省人権擁護局 HP より（Q&A） 

Ｑ２ なぜ、新たに人権委員会を設ける必要があるのですか。 

 平成１３年５月、人権擁護推進審議会は、我が国において、児童や高齢者に

対する虐待、女性に対する暴力、障害等を理由とする差別、学校や職場におけ

るいじめなど、数々の人権問題が起きていることを指摘した上、公権力による

人権侵害への対処を含めてより実効的な救済をするためには、政府からの独立

性を有する新たな人権救済機関の設置が必要であるとの答申をしました。 

  答申後１０年以上を経た現在においても、上記のような様々な人権問題が起

きています（人権侵犯事件の新規救済手続開始件数は、答申のあった平成１３

年は１万７７８０件、平成２３年は２万２１６８件となっています。最近の人

権侵犯事件の状況はこちら。）。 

  また、現在まで６０年以上にわたり、法務省の人権擁護機関（法務省人権擁

護局、法務局及び地方法務局、人権擁護委員）は、あらゆる人権問題について

その救済に取り組んでいますが、その担当部局である人権擁護局は、法務省の

内部部局として法務大臣の指揮監督下にあり、また、その活動は、法務省の内

規に基づいて行われていることから、制度に対する信頼性の面からも、実効性

の面からも、限界があると言われています。そこで、政府からの独立性を有す

る立場で活動のできる公正中立な機関を設置し、その機関が、法律の定める手

続に則って人権救済を行ったり、国内の人権状況を調査・検討したりすること

などが必要だと考えられているのです。 

  国際的に見ても、各国に国内人権機構が置かれるようになり、平成５年には、

国連においても、国内人権機構が拠るべき基準（これは、「パリ原則」と呼ば

れています。）が総会において採択されました。我が国は、平成１０年に、自

由権規約（Ｂ規約）委員会から、政府からの独立性を有する国内人権機構の整
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備について勧告（外務省ホームページ）を受け、その後も、今日まで、各種人

権条約の委員会等から、同様の勧告等をたびたび受けています（※）。我が国

は、例えば、平成２０年の国連人権理事会の普遍的定期的レビューにおいてな

された勧告に対しては、パリ原則に沿った国内人権機構の創設に向けた検討を

引き続き行っていく旨の回答をするなどしています。 

  なお、上記の審議会の答申は、このような国際的な状況も踏まえたものです。 

  このような答申やパリ原則の趣旨を踏まえると、法務省人権擁護局等によっ

て運営されている現在の人権擁護活動について、（１）明確な根拠法を制定す

ることとともに、（２）行政権力の担い手である所管大臣から指揮監督を受け

ない機関、すなわち、政府からの独立性を有する機関を新たに設置し、（３）

この機関に人権擁護活動全般を担わせるものとすることが必要です。 

  このようなことから、政府からの独立性を有する人権救済機関として、人権

委員会を設けることとしたものです。 

 （※）各種人権条約の委員会等による言及（最近のもの） 

 ・平成１３年（２００１年）３月  人種差別撤廃委員会 

 ・平成１３年（２００１年）９月  社会権規約（Ａ規約）委員会 

 ・平成１５年（２００３年）７月  女子差別撤廃委員会 

 ・平成１６年（２００４年）２月  児童の権利委員会 

 ・平成１９年（２００７年）８月  拷問禁止委員会 

 ・平成２０年（２００８年）５月  国連人権理事会（普遍的定期的レビュー） 

 ・平成２０年（２００８年）１０月 自由権規約（Ｂ規約）委員会 

 ・平成２１年（２００９年）８月  女子差別撤廃委員会 

 ・平成２２年（２０１０年）３月  人種差別撤廃委員会 

 ・平成２２年（２０１０年）６月  児童の権利委員会 

Ｑ10 設置法案第２条第２項の規定に違反する行為（識別情報の摘示）とは、

どのような行為ですか。その行為を禁止することは、表現活動の自由を不当に

取り締まることになったり、表現活動を萎縮させたりすることになりませんか。

（設置法案第２条関係） 

 本法案第２条第２項の規定に違反する行為（以下「識別情報の摘示」という。）

（※）とは、（１）人種、社会的身分等についての共通の属性を有する不特定
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多数の者に対する一定の不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で（目的の

限定）、（２）当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別する

ことを可能とする情報を（対象情報の限定）、（３）文書の頒布・掲示その他

これらに類する方法により公然と摘示する行為（対象行為の限定）をいい、目

的、情報内容、行為の面から、それぞれ要件が置かれています。これらの要件

を満たす行為の例として、（１）就職についての差別的取扱いを助長・誘発す

る目的を持って、（２）いわゆる「部落地名総鑑」等と称する書籍類を、（３）

企業に頒布するというような行為が挙げられています。 

  「識別情報の摘示」は、不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを生じ

させるおそれが大きい行為と認められるので、本法案第２条第２項でこれを禁

止し、調査・措置の対象としています（設置法案第２８条）。 

  「識別情報の摘示」に当たる行為は、上記のとおり、（１）目的、（２）情

報内容、（３）行為のそれぞれの面で限定されているもので、表現活動の自由

を不当に制約したり、表現活動を萎縮させたりするものではありません。 

（※）「識別情報の摘示」は、「法案の概要」では「差別助長行為」と表示（略

称）されていましたが、「差別助長行為」という目的に着目した略称が、差別

を助長・誘発する表現行為全般を含むような誤解を招くことから、対象となる

行為の面から、「識別情報の摘示」という表示（略称）に改めたものです。な

お、「識別情報の摘示」という表示（略称）は、設置法案の条文上用いられて

いる用語ではありません。 

 

（２）全国人権連の立場 

人権委員会設置に係わる法案は、２００２年の時は「人権擁護法案」という

名称でしたが、マスコミや言論規制、刑務所などでの人権侵害救済に問題が多

く、３度の継続審議を経て廃案になりました。以来、成立を求める執拗な動き

が続いていますが、以下の根本問題が何ら解決されていないもとでは、拙速な

閣議決定、国会提案はすべきではないとの立場です。 

①公権力や社会的権力（大企業など）こそ人権侵害の元凶であるにもかかわら

ず、この間題を公務員個人の人権侵害に倭小化し（条文化）、しかも国民の

言論・表現、内心の自由や知る権利など、いままで国民間の問題で踏み込ま
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なかった分野に、行政機関が５年後見直しと言って調査権限や罰則をもって

介入するものです。 

②同和問題に係わる結婚・交際問題のように、この分野で合意されてきた政府

見解では、何が差別かを判定することは困難であり、法律などで罰したり規

制することは、かえって啓発に反し差別の潜在化を招くと捉えていたが、こ

の法案は「差別の助長・誘発行為」を規制するなど明らかに問題解決に逆行

します。結婚・交際に際して、「差別」との断定のもとに権力が介入を行う

ことは、国民の内心の自由を侵しかねず、意に反する婚姻の強制など憲法が

保障する婚姻の自由への行政権力の介入となり、結果的に人権を侵害し部落

問題解決をも阻害するものです。 

③あくまで表現には表現で対抗することが近代社会の基本であり、定義が困難

である「不当な差別的言動」「差別助長行為」などの表現行為に対して、曖

昧な概 念で対応を行うことは、言論表現の自由を侵害し、しかも自由な意見

交換のできる環境づくりによる部落問題解決にも逆行します。 

 

（資料） 

①社説 人権法案閣議決定 公権力への対応になお疑問  熊本日日新聞社 

人権法案閣議決定 公権力への対応になお疑問 2012 年 10 月 07 日 

 政府は、新たな人権救済機関「人権委員会」を法務省の外局に設置する法案

を閣議決定した。法案の内容については与野党問わず反対意見が多く、先の通

常国会ではそれを理由に閣議決定と法案提出を見送っている。にもかかわらず、

国会閉会後の先月１９日になってなぜ急きょ決定したのか。理解に苦しむ対応

だ。 

藤村修官房長官は、「政府として人権擁護問題に積極的に取り組む姿勢を明確

に示す必要があった」と説明している。この理由については、ある程度の理解

はできる。というのも新たな人権救済機関の設置は、もともと国連機関が日本

政府に対して以前から早急な取り組みを求めているからだ。 

現行制度では、裁判によらない人権侵害救済は法務省の人権擁護部門が担っ

ている。これに対し１９９８年、国連規約人権委員会が政府からの独立性に懸

念を示し、特に警察、検察や刑務所、入国管理施設など公権力による人権侵害
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に迅速に対応する新たな救済機関の設置を勧告。これが法案論議の発端の一つ

となった。 

これを受けて２００２年に、当時の小泉政権が人権擁護法案を国会に提出。

しかし、救済機関を法務省の外局に設置するとした上に、メディアの取材活動

も規制対象としたために、勧告の目的から大きく外れ、知る権利の制約にもつ

ながりかねないとして批判が続出。結局、０３年に廃案となっている。 

新法案ではメディア規制条項は外された。また、旧法案に引き続き「人権委

員会」は公正取引委員会と同様に政府から独立した権限を持つ「三条委員会」

で、独立性は担保されると政府側は説明している。 

しかし、法務省の外局に置くことも旧法案と同様で、調査などの実務面は、

警察、検察、刑務所、入管施設のいずれにもかかわりのある法務省職員が関与

することになる。これでは旧原子力安全・保安院が経済産業省の外局に置かれ

ていたのと同じではないか、との批判は根強い。 

民主党政権は当初は内閣府の外局に置く意向だったが、昨年示した基本方針

で法務省外局案に変更した。政府はその理由について「法務省にはこれまでの

人権行政の経験と知見の蓄積がある」ことを挙げている。 

だが、戦後も続いた国による最大の人権侵害事件であるハンセン病問題では、

法務省は隔離政策見直しにほとんど寄与していない。それどころか、同省が設

置した患者専用の旧菊池医療刑務支所（合志市）は、それ自体が数々の人権侵

害の舞台になったと指摘されている。０１年のハンセン病国賠訴訟熊本地裁判

決でも、控訴断念で人権救済を図ろうとする政府方針に最も強硬に反対したの

が、国の訟務も担う同省だった。 

こうした歴史をたどれば、もともと国連が勧告の目的とした公権力による人

権侵害に十分な対応ができるのか、なお大きな疑問が残る。 

何をもって人権侵害とするかの定義もあいまいなままで、いまだ十分な国民

的論議が尽くされたとは言い難い。国連勧告の原点に立ち返り「人権委員会」

は内閣府の外局に置いて独立性を高め、当面、公権力による人権侵害だけに対

応することも一考すべきではないか。 

 

②児童の権利委員会第 54 回会期（2010 年 5 月 25 日-6 月 11 日） 
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条約第 44 条に基づき締約国から提出された報告の審査（2010 年 6 月 20 日） 

立法措置 

11. 委員会は、児童の権利の分野において、いくつかの法制度が施行及び改正さ

れ、これにより、児童の生活環境の改善や発達に貢献していることに留意す

る。しかしながら、委員会は、子ども・若者育成支援推進法が、条約の全範

囲に対応せず、又は、児童の権利を保障していないこと、また包括的な児童

の権利法が存在しないことを引き続き懸念する。委員会はまた、少年司法を

含む国内法の諸点については未だに条約の原則及び規定と適合していない点

に留意する。 

12. 委員会は、締約国が、児童の権利に関する包括的な法律を制定することを検

討し、条約の原則及び規定と国内法制度の完全なる適合に向け対処するよう

強く勧告する。 

14. 委員会は、締約国が、児童の権利の実現のために行われる全ての活動を、国・

都道府県・市町村レベルにおいて効果的に調整するための、明確な権限と十

分な人的・財政的資源を有する適切な国内メカニズムを構築すること、及び、

児童の権利の実現に携わる市民社会組織との継続的な意見交換と調整を確立

することを勧告する。 

 

③人権擁護に関する世論調査（平成 24 年 8 月調査、内閣府大臣官房政府広報室） 

（３） 人権侵害の経験 

 今までに、ご自分の人権が侵害されたと思ったことがあるか聞いたところ、

「ある」と答えた者の割合が 16.6％、「ない」と答えた者の割合が 83.4％となっ

ている。前回（平成１９年６月）の調査結果と比較して見ると、大きな変化は

見られない。都市規模別に見ると、大きな差異は見られない。性別に見ると、

大きな差異は見られない。年齢別に見ると、「ある」と答えた者の割合は 50 歳

代、「ない」と答えた者の割合は 70 歳以上で、それぞれ高くなっている。 

 ア 人権侵害の内容 

 人権が侵害されたと思ったことが「ある」と答えた者（310 人）に、それは、

どのような場合か聞いたところ、「あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口」を挙げ

た者の割合が 47.4％と最も高く、以下、「職場での嫌がらせ」（24.2％）、「プラ
 7 / 23 

 



イバシーの侵害」（20.0％）、「差別待遇（人種・信条・性別・社会的身分等によ

り、就職や結婚等の社会生活の上で不平等又は不利益な取扱いをされた）」

（19.7％）、「名誉・信用のき損、侮辱」（18.1％）、「学校でのいじめ」（17.7％）、

「使用者による時間外労働の強制等の不当な待遇」（14.8％）、「警察官等の公務

員からの不当な取扱い」（12.9％）、「悪臭・騒音等の公害」（12.3％）などの順と

なっている。（複数回答、上位９項目） 

都市規模別に見ると、「名誉・信用のき損、侮辱」を挙げた者の割合は大都市

で高くなっている。性別に見ると、「あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口」を挙

げた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「学校でのいじめ」を

挙げた者の割合は 20 歳代、30 歳代、「使用者による時間外労働の強制等の不当

な待遇」を挙げた者の割合は 30 歳代で、それぞれ高くなっている。 

（６） 同和問題を知ったきっかけ 

同和問題について、初めて知ったきっかけは、何からか聞いたところ、「家族

（祖父母、父母、兄弟等）から聞いた」と答えた者の割合が 17.1％、「親戚の人

から聞いた」と答えた者の割合が 1.1％、「近所から聞いた」と答えた者の割合

が 2.4％、「職場の人から聞いた」と答えた者の割合が 5.0％、「学校の友だちか

ら聞いた」と答えた者の割合が 4.3％、「学校の授業で教わった」と答えた者の

割合が 19.5％、「テレビ・ラジオ・新聞・本等で知った」と答えた者の割合が

15.7％、「同和問題の集会や研修会で知った」と答えた者の割合が 2.2％、「都道

府県や市区町村の広報紙や冊子等で知った」と答えた者の割合が 1.2％、「同和

問題は知っているがきっかけは覚えていない」と答えた者の割合が 9.8％となっ

ている。なお、「同和問題を知らない」と答えた者の割合が 20.8％となっている。 

  前回の調査結果と比較して見ると、「テレビ・ラジオ・新聞・本等で知った」

（13.3％→15.7％）と答えた者の割合が上昇している。都市規模別に見ると、「家

族（祖父母、父母、兄弟等）から聞いた」と答えた者の割合は中都市で高くな

っている。性別に見ると、「学校の授業で教わった」と答えた者の割合は女性で

高くなっている。年齢別に見ると、「家族（祖父母、父母、兄弟等）から聞いた」

と答えた者の割合は 60 歳代、70 歳以上、「学校の授業で教わった」と答えた者

の割合は 20 歳代から 40 歳代、「テレビ・ラジオ・新聞・本等で知った」と答え

た者の割合は 70 歳以上で、それぞれ高くなっている。 
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 ア 同和問題に関する人権問題 

 「同和問題を知らない」と答えた者以外の者（「同和問題を知っている」とす

る者とする（1、476 人））に、同和問題に関し、現在、どのような人権問題が

起きていると思うか聞いたところ、「結婚問題で周囲の反対を受けること」を挙

げた者の割合が 37.3％と最も高く、以下、「身元調査をされること」（27.8％）、

「差別的な言動をされること」（24.9％）、「就職・職場で不利な扱いを受けるこ

と」（23.2％）などの順となっている。なお、「特にない」と答えた者の割合が

18.6％、「わからない」と答えた者の割合が 12.0％となっている。（複数回答、

上位４項目） 

都市規模別に見ると、「差別的な言動をされること」を挙げた者の割合は大都

市で高くなっている。性別に見ると、「結婚問題で周囲の反対を受けること」を

挙げた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「結婚問題で周囲の

反対を受けること」、「身元調査をされること」、「就職・職場で不利な扱いを受

けること」を挙げた者の割合は 40 歳代、「差別的な言動をされること」を挙げ

た者の割合は 20 歳代から 40 歳代で、それぞれ高くなっている。 

 

④「人権侵犯事件」（平成２３年度、法務省人権擁護局） 
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（３）法務省や部落解放同盟（「解同」）などの狙い 

①法務省は、「人権侵犯処理規程」でみると大半が援助などで解決しているに

もかかわらず、組織の権益維持などのために新たな機関へ横滑りを狙ってい

ます。 

②「解同」は人権委員会を人的に掌握し、自らの「差別糾弾闘争」で取り上げ

た事例を「差別」と認定させることで、違法な糺弾の合法化で組織権益の維

持を狙っています。「差別助長行為」の法規制は法務省と一致する考えです。 

③日弁連の９月１９日会長見解では法案を一定評価し、不十分なとして、「少

なくとも人権委員会直属の事務局職員（現地担当官）が直接関与する体制を

作ること及び人権委員会の調査に実効性を持たせるため、これに対する公務

所の協力義務等について修正を行った上で、早期に法案を成立させることを

求める」としています。藤原元日弁連副会長も法制定を促しています。 

④国内人権機関設置検討会「望ましい国内人権機関―法案要綱」（2011.11.7） 

 

（資料） 

①人権侵害救済制度の確立に向け今国会での闘いに総力を 

「解放新聞」(2012.06.11-2572) 

 「法案概要」にもとづいた「骨子（案）」では、人権委員会は法務省の外局

に、「３条委員会」として設置し、政府からの独立性を確保するとしている。

名古屋刑務所事件の教訓、不当な取り調べやえん罪を防止するための取り調べ

の可視化の必要性など、公権力による人権侵害の実態をふまえて、政府が認め

ているように「パリ原則」に準拠した「3条委員会」として人権委員会を設置す

ることに、われわれは賛成である。 

われわれのこれまでの闘いからすれば、今回の「法案」は、不十分な点も多

い。しかし、人権擁護推進審議会が、人権侵害救済制度の確立の必要性を指摘

してから 10年以上が経過している。このような立法不作為を許してはならない

のは当然だ。 

第 69回全国大会でも確認してきたように、「民主党政権のもとで法案を実現

する」という基本的なとりくみ方向のもとで、6月の残された期間の闘いに全力

をあげよう。 
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②日弁連会長見解（９月１９日） 
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④国内人権機関設置検討会：日本における国内人権機関の設置を目指す法律家,

研究者,人権団体関係者からなる。パリ原則にのっとり日本の実情を踏まえた国

内人権機関を提案するため人権団体や法律家と協議しつつ「望ましい国内人権

機関―『人権委員会設置法』法案要綱・解説」をとりまとめた。 

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/law/kokunaijinken.html 

代表、世話人－山崎公士（代表、神奈川大学教員）、川村暁雄（世話人、関

西学院大学教員）、寺中誠（世話人、東京経済大学教員）、中村義幸（世話人、

明治大学教員）、山田健太（世話人、専修大学教員）なお協力者、齋藤明子、

武村二三夫、谷元昭信、友永健三、藤原精吾（50 音順） 

望ましい国内人権機関―『人権委員会設置法』法案要綱・解説 

１．法律の名称 

《趣旨》 

法律によって国内人権機関を設置する場合、1.包括的な人権法あるいは差別禁

止法を制定し、その中に人権救済機関としての国内人権機関を設置する旨を明

記する方法と、2.差別禁止法と国内人権機関設置法を同時に制定する方法、3.国

内人権機関設置法を制定し、その中に差別禁止規定を盛り込む方法が考えられ

る。1 または 2 の方法が望ましいことは、言うまでもない。しかし、包括的な人

権法や差別禁止法を制定するには慎重な検討が求められ、多くの時間がかかる

ものと思われる。そこで当面は 3 の方法を採り、人権委員会設置法によって国

内人権機関を設置し、国内人権機関の活動成果にもとづき、人権法あるいは差

別禁止法を将来的に制定するのが現実的である。 

なお、国内人権機関の設置を目指した人権擁護法案や民主党法案等は、種々

の点から批判を受けてきた。こうした批判のうち受け止めるべき点を考慮し、

新たな国内人権機関構想を提示するものであることを明確にするため、法律名

自体を一新するのが望ましい。同様の名称を持つ立法例として、韓国の国家人

権委員会法（2001 年）がある。 

法律の名称は、人権委員会設置法とする。 

【解説】 

本法案要綱は人権委員会に関する必要最小限のことを定めるものに過ぎず、

いずれは本格的な差別禁止法の制定が必要であるとの含意を込め、法律の名称
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は「人権委員会設置法」とした。 

 

 
 

（４）韓国の「国家人権委員会」を参考にすべき 

韓国では、「国家人権委員会法」（公布２００１年５月２４日、法律第６４

８１号、施行２００１年１１月２５日）が制定されています。 

韓国の人権委員会が扱うのは、「平等権侵害の差別行為」であり、言論表現

の分野に規制などで立ち入りません。 

第 4 章 人権侵害の調査及び処理 

第 35 条【陳情】①次の各号の場合に人権を侵害された者（以下"被害者"とい

う。）又はその事実を知っている者又は団体は、委員会に書面、口述又は委員

会の規則が定めるところによりその内容を陳情することができる。  

1．国家機関、地方自治体、法令により設立又は運営される機関又は多数人保

護施設により憲法第 10 条から第 22 条まで、第 24 条から第 27 条まで、第 33 条

又は市民的及び政治的権利に関する国際規約に定めた人権を侵害された場合  

2．法人、団体又は死因により平等権を侵害された場合  

②性別、宗教、年齢、障害、社会的身分、出身地域、出身国家、出身民族、

容貌等身体条件、婚姻可否、妊娠又は出産、家族状況、人種、皮膚色、思想又

は政治的意見、赦免され、又は刑の効力が失効となった前科、同性愛又は性的

嗜好、病歴又はその他に合理的でない理由で特定の者又は人の集団を優待、排
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除、区別又は不利に待遇し、又は他の者をして屈辱感を感じさせる行為は、平

等権を侵害する行為とみなす。  

③委員会は、第 1 項の陳情がない場合にも、人権侵害行為があると信じるに

足りる根拠があり、又は人権侵害を予防するために必要であると認めるときは、

職権で調査することができる。 

 

（５）国民が求める人権救済機関とは 

①10 県議会の政府への意見書（２０１２年２～３月）自公共など賛成 

群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、石川県、岡山県、徳島県、熊

本県、鹿児島県 

「昨年８月に法務省政務三役名で公表された基本方針では、メディア規制を

設けないなど、批判の強かった一部の条項が除外されていますが、人権救済機

関（人権委員会）を国家行政組織法の３条委員会とすることや人権擁護委員の

資格要件、また、人権侵害の定義が不明確であることなど、まだまだ議論を尽

くさなければならない点が数多く存在すると思われます。 

 つきましては、十分な国民的議論を経ないまま、拙速に新たな人権救済機関

の設置を目的とする法律を制定することがないように求める意見書を、国に提

出して頂きますように請願いたします。」 

 

②自由法曹団の意見（２０１２年２月２１日） 

法務省政務三役「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」に反対し、

修正を求める意見書（抜粋） 

１、公権力による人権侵害を救済できる、政府から独立した国内人権機関が設

置されるのであれば歓迎するものである。 

２、しかしながら、以下のとおり問題点を指摘し、法案の修正を求める。 

①差別助長行為を対象とすることは断じて許されない 

第１に、「差別助長行為」とは何か、その定義を明確にすることは不可能であ

る。助長という言葉の国語的意味は明確であっても、具体的にどのような行為

が助長にあたるのか、を考えた場合、その範囲は漠然としており、助長行為と

そうでない行為との限界は不明確である。助長であるか助長でないかは、その
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判断者次第で、如何様にも解釈されるおそれのある文言である。 

第２に、そのような行為該当性が不明確な概念を救済対行為とすると、人権

委員会は「差別助長行為」があったから救済せよとの申立を受けることによっ

て、「差別助長行為」か否かの判断に苦慮することになろう。何が「差別助長行

為」なのか限界線を引けない以上、申立人がある行為を「差別助長行為」と強

く主張してくるとき、人権委員会はそれを否定する術がない、否定するとして

もそれが「差別助長行為」ではないという根拠を一義的に提示することができ

ず、「差別助長行為」か否かの論争に終止符を打つことができない。その結果「差

別助長行為」の認定は、極めて申立人の主張に依拠してなされる危険性があり、

人権委員会は、主体的に人権侵害行為に対する救済活動をすすめることに障害

を抱えることになろう。人権救済機関としての本質が徐々に変質していく可能

性すらあるといっても過言ではない。 

したがって、「差別助長行為」は救済対象行為から必ずや除くべきである。 

②「人権侵害」の定義に関して「不当な差別、虐待その他の」という例示を設

けてはならない。 

「法案の概要」では、「人権侵害」に「不当な差別、虐待」という例示を設けて

いる。しかし、「不当な差別、虐待」は人権侵害を代表するような中心的な人権

侵害行為ではなく、例示とするには不適格である。 

さらに、逆に、「不当な差別、虐待」を例示することによって、人権侵害が「不

当な差別、虐待」及びそれに類するものであると限定的に矮小化されて解釈さ

れるおそれがある。 

したがって、「不当な差別、虐待」という例示は必ずや除くべきである。 

③「人権侵害」の定義として、「司法手続においても違法と評価される行為」を

あげるべきではない。「人権侵害」の定義は、「憲法、国際法、法令等に反する

行為」とすべきである。「法案の概要」が「司法手続きにおいても違法と評価さ

れる行為」としたのは、人権侵害の定義がいたずらに拡大するのを防ぎたい、

過去の判例の集積などを参考として、人権侵害の定義を明確にしたいとの意図

があるものと善解することができる。 

しかし、「司法手続きにおいても違法」とした場合、たとえば、行為自体は人

権侵害行為に該当するとの心証がある場合であっても、時効や除斥期間の経過
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で訴訟法上は人権侵害行為が認められない場合は人権委員会による救済の対象

にならないのか、との疑義を招く。また、訴訟においては人権侵害行為と認定

するには証拠が不十分である場合には、人権委員会においても救済の対象には

ならないのか、との疑義を招く。このように人権委員会という行政的手続きの

定義規定に「司法手続き」を持ち込むことは、無用な混乱を招くだけでなく、

定義として不用意である。 

また、日本の国内人権状況については、国際人権規約の規約人権委員会の勧

告など、国際条約上改善を求められている事項もあり、日本の司法手続きにお

いては違法とされないものであっても、規約人権委員会がより積極的に対応し、

人権救済を先進的にすすめていくべき分野も存在する。むしろ国内の司法手続

きを尽くしてもなお違法とされなかった問題について、規約違反を理由に救済

される事例がうまれることも期待したいし、また、国内法が国際人権規約委員

会により不適法とされ、それまで違法でないとされてきたものが、国内法の整

備に先立って、違法に転ずる事例も期待したい。 

したがって、「司法手続きにおいても違法と評価される行為」などと限定すべ

きではない。「憲法、国際法、法令等に反する行為」とすべきであり、かつ、そ

れで必要にして十分である。 

④人権委員会の組織についての問題 （１）人権委員会は内閣府に設置すべき

である。（２）人権委員会の地方組織を充実させるべきである。 

 

③２００５年段階での全国人権連の請願書 

「人権侵害を効果的迅速に救済する人権擁護法の制定を求める請願書」 

請願の趣旨 

 国民の人権侵害を効果的迅速に救済するために、国家から独立した人権委員

会の設置と、憲法と国際的基準に立つ人権や差別の定義と言論・表現の自由の

原則を踏まえた「人権擁護法」の成立を求める意見書を国に提出すること。 

請願の理由 

 ２００２（平成１４）年３月に国会に提出された人権擁護法案は、法曹界、

言論・報道界をはじめ、人権にかかわる多くの分野から疑念と批判が噴出し、

参議院において三度に及ぶ継続審議のすえ、２００３（平成１５)）年１０月に
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廃案となった。 

 この法案が広範な国民の反対により廃案となった理由は、（１）人権侵害を調

査・救済する人権委員会を法務省の外局として設置するとしたことが、国連が

示す国内人権機構のあり方（パリ原則）とは異なるものであり、権力からの独

立性の保障がないとの国内外からの強い批判を受けたこと、（２）公権力による

人権侵害を除外しており、最も必要性の高い救済ができないと指摘されたこと、

（３）報道によるプライバシー侵害を特別救済手続きの対象としており、表現・

報道の自由と国民の知る権利を奪うことになるとして報道界から強い反対を受

けたこと、（４）「人権」や「差別」についての明確な規定なしに、「差別言動」

を「特別救済手続」として規制の対象としたことが、国民の言論表現活動への

抑圧であり憲法に抵触するとの批判を受けたこと、などによるものである。 

 人権侵害救済は、本来的には司法（裁判）による解決を基本とするが、ＨＩ

Ｖやハンセン病の問題、企業における女性差別や思想差別、障害者差別、ある

いは刑務所での暴行致死事件など、基本的人権を侵害する事態が相次いで起さ

れたことに見られる通り、救済の緊急性が求められることから、真に国民の人

権を擁護する新たな機関の設置を規定する法律の制定が必要である。 

 この法律は、（一）「人権委員会」は国連パリ原則にのっとって政府から独立

した機関とし、委員の人選、運営、予算の面でも独立性が担保できるようにす

る、（二）人権救済の強制調査の対象は、憲法上の基本的人権及び国際人権条約

で規定されている権利の侵害、すなわち国家・行政権力や社会的権力（大企業

など）による人権侵害に限定し、報道や国民の表現活動を規制したり私人間の

領域に立ち入るものとはしない、（三）新たな立法行為に対して人権アセスメン

トを導入し、法律による人権への影響を事前にチェックする機能も持たせる、

ことが必要である。 

 このように、新たに制定される「人権擁護法」は、国民の意識を問題にし表

現活動や私人間の領域に立ち入るなど、先の法案の問題点を解消したものでな

ければならず、「地方人権委員会」や「人権擁護委員制度の改革」等の機構上の

見直しですますものであってはならない。 

 以上、政府に対して、憲法上の原則と人権に関する国際的水準に立脚し、国

民的合意が得られる新たな「人権擁護法」の制定を求めるものである。 
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（６）さいごに 

①日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への米国政

府要望書（2008年 10 月 15日） 

商法および司法制度改革  

米国は、日本が最善の国際的慣習に沿って効率的なビジネス慣行および株主

に対する経営責任を推進できるように、日本における国境を越えた M&A 活動を

促進し、商法制度を改善するための大胆な措置を講じるよう提言する。日本は

また、裁判外紛争手続き等を通じて、効率的な国際法務サービスを必要として

いる国内すべての関係者にそのようなサービスを効率的に提供することができ

るような法的環境を構築することを確保すべきである。イノベーションが国際

競争を推進する一方で、イノベーションに対するインセンティブが他者による

技術的進歩の盗用を防止するイノベーターの能力に依存している今日の高度技

術の時代においては、当該営業秘密を公開することなく営業秘密盗用を罰する

仕組みを、司法制度が提供することも重要である。米国は日本に対し、商環境

および法的環境をさらに改善させるための措置を講じるよう要望する。 

司法制度改革の実現：外国法事務弁護士（外弁）による専門職法人の設立を

許可する。すべての弁護士事務所が日本全国に支店を設立することを認める。

日本の弁護士がインターナショナル・リーガル・パートナーシップと提携する

ことを容認する。最低資格基準を簡素化するとともに、新規の外弁登録申請の

承認手続を迅速化する。外弁があらゆる国際仲裁手続において当事者を代理す

ることを許可する。営業秘密盗用の刑事訴追を促進する。 

 

②全国人権連第５回大会（１１月１７～１８日）方針案より 

（３）あるべき人権救済機関のあり方について、日弁連の呼びかけに応えて意

見交換会や諸外国の状況についての学習会への参加も行ってきました。また自

由法曹団、日本国民救援会などとの情報交換会にも参加し、民主党政府の示す

法案の反国民性の認識で一致し国民の願いにあった国連パリ原則に合致した機

関について検討してゆくことも確認したところです。 

 全国人権連は時々の情勢にあわせ適時必要な反対要請を進め、ニュースの発

行や都府県連からの要請通知の組織化、機関紙誌をつうじて問題点を明らかに
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する取り組みを行いました。 

この法案は、国民の暮らしや人権実態が厳しいもとで、国民間の言論を含む

「差別と虐待」を主とした人権救済機関設置にもとより矛盾があります。しか

も法務省人権擁護局の解体を押しとどめて権益保持を狙う当局、「差別糾弾 

闘争」の合法化で組織と利権確保を狙う「解同」などの見え透いた魂胆は露骨

ながらも、国民的関心は高まりません。マスコミの報道姿勢が影響を与えてい

ます。 

 今後とも、国民の人権擁護に反する実態を暴露するとともに、国民の願う人

権救済機関の方向を対置して、運動を進めるものです。 
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